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令和２年からの新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ウィズコロナ・ポストコロ
ナにおける「新しい生活様式」に対応した働き方として注目を集めてきたテレワー
ク。
コロナ禍に、緊急時における事業継続の手段としてテレワークを急遽導入した企

業においては、当時十分な仕組み作りが出来なかったことから、コロナ禍が落ち着
いてきた今になって、テレワークをめぐる労使紛争が生じる事態が散見されるよう
になってきた。

そこで、テレワークをめぐる法的な諸問題について、具体的な事例を取り上げつ
つ、整理して紹介する。

◆本セミナーの目的



◆相談事例の紹介

ある従業員がテレワーク時の勤怠時間管理方法が曖昧であったことを奇
貨として、多額の残業代請求を行ってきたが、会社としては、それほど多
くの残業があったとは考えられないとしている。

◆相談事例の紹介

ケース①



◆相談事例の紹介

ケース②

テレワーク時の勤怠管理の一環として会社の貸与PCのモニタリングやメー
ル内容のチェックを行っているが、ある従業員から、このような監視行為
は、プライバシー侵害であり、違法であるから即刻停止すべきとの主張が
なされた。



２ テレワークをめぐる法的問題点の全体像

• 労働条件の変更：勤務場所や業務遂行方法の変更には、原則として労働者との合意が必要。
• 労働時間管理：オフィス勤務と異なり現認が困難なため、適切な労働時間把握の方法（客観的
な記録、自己申告の適正な運用）が課題。
• 各種労働時間制度の適用：事業場外みなし労働時間制（労基法38条の2）などの適用要件を厳
格に判断する必要がある。
• 費用負担：情報通信機器、通信費、光熱費等の費用負担ルールを明確化する必要がある。
• プライバシー権：企業によるPCモニタリングやメールチェックが労働者のプライバシー権との
関係で問題となる可能性がある。
• 安全衛生の確保：自宅での作業環境整備やメンタルヘルス対策を含む安全衛生管理義務。
• ハラスメント・セキュリティ：非対面環境でのハラスメント防止措置や情報セキュリティ対策
の徹底。
• 人事評価：非対面の働き方に対応した適切な評価手法の工夫。



２ メンタルヘルス従業員対応の全体像

従業員からの申告（診断書の提出）

↓

初動対応

（診断内容・原因の確認、対応内容の検討）

↓

休職命令発令

↓

休職期間満了

↓

休職延長 or 復職（配置転換） or 退職



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

・従業員から、メンタルヘルスを理由に欠勤したいとの申告がなされる

・診断書を従業員自ら進んで提出してくる場合もある

・従業員から症状やその原因を聞き取れる場合は聞き取る

◆初動対応１



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

・症状を明らかにしてもらうためにも診断書の提出がない場合には会社から提出
を求めるべき

・従業員と面談を設ける際は、長時間にわたる面談等を行うことは避ける方が無
難（症状悪化を主張されるリスク）

・療養を要する期間（診断書に書いてある場合が多い）及び発症原因の聞き取り
が重要

◆初動対応１のポイント



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

・発症原因の探求、私傷病か労災か（業務起因性の有無）

ただし、休職命令発令の要否には直結しない

・休職制度の確認

・会社の意向を検討し始める

療養期間が１か月の場合、時間に余裕がないことが多い

◆初動対応２（休職命令発令に向けた取り組み）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

＜私傷病か労務災害か＞

業務起因性とは、仕事と負傷、疾病、障害又は死亡との間に因果関係がある状
態をいい、仕事中（事業主の支配下にある状態）に原因を受けて負傷、疾病、障
害又は死亡に至ったと認められることをいう

過重労働の有無（長時間残業）、パワハラ等の有無など

※厚生労働省による「心理的負荷による精神障害の認定基準」参照

労災の場合、労災対応・解雇制限（労働基準法第１９条１項）が発生

◆初動対応２（休職命令発令に向けた取り組み）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

（休職）
第●条 従業員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることがある。ただし、第１号及び第２号の場合、

その傷病が休職期間中の療養で治癒（治癒とは、従来の業務を健康時と同様に通常業務遂行できる程度に回
復することを意味する。以下同じ。）する蓋然性が高いものに限る。
⑴ 業務外の私傷病による欠勤が最初の欠勤日より連続して３０日を超え、その傷病が治癒しないとき
⑵ 精神又は身体上の疾患による欠勤が最初の欠勤日より連続して３０日を超え更なる療養を要するとき、
その他精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全であると会社が認めたとき

⑶ 在籍出向、その他会社の命令により転出するとき
⑷ 前各号の他、会社が特に必要と認めたとき

２ 従業員は、傷病による休職期間中は療養に専念しなければならない。
・
・
・

◆初動対応２のポイント（休職制度の例）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

（休職期間）
第●条 休職期間は前条第１項各号の休職事由を考慮の上、次の期間を限度とする。

⑴ 前条第１項第１号及び第２号の事由によるもの
 勤続満１年未満の者  ３か月 
 勤続満１年以上の者     ６か月

⑵ 出向、転出による休職  出向、転出している期間 
⑶ 前条第１項第４号の事由によるもの  必要な期間 

２ 会社が特に認めた場合は、前項の期間を短縮又は延長することがある。
・
・
・

（休職中の給与）
第●条 休職中の給与は、無給とする。

◆初動対応２のポイント（休職制度の例）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

(復職)
第●条

会社は、休職期間満了時までに休職事由が消滅したものと認めた場合は、原則として休職前の職務に復職させる。ただし、

会社は、業務上の必要に応じて、休職前の職務と異なる職務に配置することがある。この場合、当該職務に応じた降格・給

与の減額等の調整を行うことができる。
⑵ 休職期間満了日以前に休職事由が消滅した場合は、従業員は速やかにその旨を会社に通知し、復職願を提出しなけれ
ばならない。また、休職の事由が傷病による場合は医師の診断書（治癒証明書）を復職願に添付しなければならない。

⑶ 前項による診断書の提出に際して、会社が診断書を作成した医師に対する面談等による事情聴取を求めた場合、従業
員はその実現に協力しなければならない。

⑷ 第２項の診断書が提出されたか否かにかかわらず、会社はいつでも、療養及び傷病の状況について従業員に報告を求
めることができ、会社は、会社の指定する医師への受診を命じることができる。会社は、従業員が正当な理由なくこれ
を拒否した場合、第２項の診断書を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しないことがある。

⑸ 休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了の日をもって当然退職とする。

・
・
・

◆初動対応２のポイント（休職制度の例）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

（退職）
第２１条 従業員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、それぞれ決められた日をもって退職と

し、従業員としての身分を失う。
・
・
・

⑷ 休職期間が満了したとき  休職期間満了の日

◆初動対応２のポイント（休職制度の例）



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

・休職制度の存在、休職期間の確認

・主治医に対する事情聴取、産業医面談への協力

・復職時の判断（治癒）、配置転換及び労働条件変更に係る規定

・当然退職の規定

会社が何をできるのかを適切に把握することが重要

◆初動対応２のポイント（休職制度のまとめ）





３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

＜診療情報提供同意書とは＞

従業員が主治医に対して、会社等に自身の診療情報（個人情報）を提供するこ
とに同意する旨を通達する書面

就業規則に主治医に対する事情聴取等を可能にする旨の規定が設けられている
場合が多くなってきたが、後々の紛争（個人情報保護法違反等）を予防するため
にも、個々の労働者からその都度同意を得ておく方が無難。

◆診療情報提供同意書



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

・同意を得ておくべき提供情報のポイント

①発症から初診までの経過

②治療経過

③現在の状態（業務に与える症状及び薬の副作用の可能性などを含めて）

④就業上の配慮に関するご意見

⑤傷病の原因・既往症・治療内容等について

単にカルテだけを求めるのではない

◆診療情報提供同意書



３ メンタルヘルス従業員対応のポイント

従業員から同意が得られなかった場合は？？

取得する理由を説明して説得を試みる

※復職の可否に係る判断に必要であること、拒否した場合の見通し（復職可能性に関する立
証責任が労働者側にあること）の説明など

産業医面談を受診してもらう

※主治医面談と産業医面談の関係

◆診療情報提供同意書
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